
目

次

監
査
委
員

○
青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
一

監

査

委

員

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
監
査
委
員

須

藤

光

昭

青
森
県
監
査
委
員

川

嶋

由
紀
子

青
森
県
監
査
委
員

寺

田

達

也

青
森
県
監
査
委
員

花

田

栄

介

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
四
月
青
森
県
監
査
委
員
告
示
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
の
事
務
」
を
「
の
組
織
等
事
務
」
に
、
「
組
織
等
」
を
「
事
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第
一
課
の
分
掌
事
務
）

第
三
条

第
一
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
員
の
人
事
、
給
与
及
び
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

三

文
書
類
の
収
受
、
発
送
、
登
録
、
編
さ
ん
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四

物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

債
権
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六

予
算
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
庶
務
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

八

情
報
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

九

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
九
十
九

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
定
期
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十

法
第
二
百
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
決
算
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

法
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
例
月
出
納
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

法
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
金
融
機
関
等
の
公
金
の
収
納
及

び
支
払
事
務
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

法
第
二
百
四
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
基
金
の
運
用
状
況
の
審
査
に
関
す
る
こ

と
。

十
四

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
八
条
の
四
第
三
項
に

規
定
す
る
指
定
金
融
機
関
等
の
検
査
結
果
の
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

第
二
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
第
二
課
の
分
掌
事
務
）

第
四
条

第
二
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
選
挙
人
の
直
接
請
求
に
よ
る
監
査
に
関
す
る
こ

と
。

二

法
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
議
会
の
要
求
に
よ
る
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

法
第
百
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
議
会
か
ら
送
付
さ
れ
た
請
願
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

四

法
第
百
五
十
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
内
部
統
制
評
価
報
告
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

法
第
百
九
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
監
査
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

六

法
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

七

法
第
百
九
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
随
時
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

青
森
県
報
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八

法
第
百
九
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
要
求
に
よ
る
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

九

法
第
百
九
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
県
が
財
政
的
援
助
を
与
え
て
い
る
も
の
等
の
監

査
に
関
す
る
こ
と
。

十

法
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
住
民
の
請
求
に
よ
る
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
又
は
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
及
び
第
八

項
の
規
定
に
基
づ
く
職
員
の
賠
償
責
任
に
関
す
る
監
査
及
び
賠
償
責
任
免
除
に
つ
い
て
の
意
見

に
関
す
る
こ
と
。

十
二

法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部
監
査
人
に
よ
る
監
査
に
関
す
る
こ

と
。

十
三

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
指
定
金
融
機
関
の
公
金
の
収
納
又
は
支
払
事
務
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
決
算
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
二
十
二
条
の
五
第
三

項
に
規
定
す
る
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
の
検
査
結
果
の
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

公
営
企
業
の
資
金
不
足
比
率
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
一
項
中
「
専
門
員
」
を
「
専
門
員

技
能
技
師
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を

第
二
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
七
条
中
「
身
分
」
を
「
そ
の
身
分
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

職
員
は
、
職
員
の
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
書
換
え
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

職
員
は
、
職
員
の
証
又
は
職
員
き
章
を
紛
失
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
再
交
付
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

職
員
が
、
そ
の
身
分
を
失
っ
た
と
き
は
、
職
員
の
証
及
び
職
員
き
章
を
直
ち
に
返
還
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
臨
時
職
員
」
を
「
非
常
勤
職
員
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
臨
時
的
に
」

を
「
非
常
勤
の
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
臨
時
的

に
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
文
書
記
号
）

第
十
六
条

文
書
記
号
は
、
「
青
監
査
」
と
す
る
。

別
表
第
一
中

「

青 森 県
代 表 監
査委員印

青 森 県
監 査
委 員 印

青森県監
査委員事
務局長印

青
森
県
監

査
委
員
事

務
局
之
印

」
を

「

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
と
す

る
。別

表
第
二
を
削
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
一
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

注
一

用
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

二

表
面
に
は
県
章
を
表
し
、
緑
色
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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